
 

第９回 東京芸術文化評議会 議事要旨 

 

１ 日 時 平成２２年８月２６日（木曜日）午後２時から午後４時まで 

２ 場 所 東京都庁第一本庁舎７階 大会議室 

３ 出席者 石原都知事 

      杉本評議員、鳥海評議員、蜷川評議員、野村評議員、平田評議員、 

      福原評議員、三宅評議員、森評議員、山本評議員 

      逢坂専門委員、太下専門委員、片山専門委員、菅野専門委員、草加専門委員、 

      西巻専門委員、長田専門委員、吉本専門委員 

４ 議 事 

（１）都から国への緊急提案について 

（２）東京都の文化政策のこれまでの取組と今後の展望について 

（３）東京文化発信プロジェクトの成果と課題について 

（４）文化都市政策検討部会からの報告 

・ 民間寄附を促進する新たな仕組みづくりについて 

（５）東京都庭園美術館の改修について 

 

５ 発言要旨 

 

○福原会長 ただいまから第９回の東京芸術文化評議会を開催いたします。 

 早速でございますが、事務局から今日の資料の確認をさせていただきます。 

○桃原文化振興部長 （資料確認） 

○福原会長 ありがとうございました。ただいまご説明したとおり、今日は５つの議題が

ございまして、皆様のご意見を伺いたいと存じます。 

 まず、これまでの検討と今回の議事につきまして、吉本部会長から説明をさせていただ

きます。 

○吉本専門委員 それでは、お手元の資料１をご覧ください。 

 東京芸術文化評議会は、この資料の左側にありますように、４つの目標に向けて３年半

検討を行ってきたわけですけども、大きく分けまして、文化政策、文化事業、文化施設と
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いう３つの分野で検討を進めてまいりました。これまでの評議会での報告、それから報告

に基づいて行われております現在の主な取組は、中央の欄にあるような内容になっており

ます。前回の評議会以降、２つの小部会と部会で議論を重ねてまいりまして、本日は議事

としては４つですが、５項目の報告及び提案事項がございます。 

 １つ目は、文化政策に関しまして、都から国への緊急提案を行ったわけですけども、そ

の後の動きについての報告です。それに合わせて、東京都の文化政策のこれまでの取組と

今後の展望について提案がありますので、これは桃原部長と今村参与からご説明いただく

にことになっております。 

 それから提案の２つ目としまして、前回の評議会でもTOKYO ARTS FUNDという新たな寄

附制度をご提案し、いろいろご意見を頂戴しましたので、その後、片山専門委員を中心に

検討いたしまして、今日新たな提案がございます。これは片山専門委員からご説明いただ

く予定です。 

 それから、真ん中の段の文化事業ですけども、文化発信プロジェクトが昨年度さまざま

な形で行われたわけですが、その評価作業を綿密に行いました。その評価の結果に基づい

た成果と課題について報告をさせていただく予定です。 

 それから一番下の段、文化施設ですけども、東京都庭園美術館の設計について前回いろ

いろご意見を頂戴しまして、その後、杉本評議員にも多大なご協力をいただき、設計の方

向が固まってきておりますので、その内容についてご報告させていただきます。 

 以上です。 

○福原会長 それでは、次に、都から国への緊急提案と東京都の文化政策のこれまでの取

組と今後の展望に移らせていただきます。 

 これまで東京芸術文化評議会では、東京が文化芸術の創造発信を通じて、世界に対する

プレゼンスを十分に示せるようなさまざまな提言を行ってきたわけでありますが、東京芸

術文化評議会は来年３月で第２期としての区切りになります。そこで、現在までの東京都

の文化政策の推移を振り返りまして、残された課題と今後の都の文化政策のあるべき姿の

展望等について皆様にご意見をいただきたいと存じますので、まず事務局からこれまでの

ことについてご説明を申し上げます。 

○桃原文化振興部長 それでは、お手元の資料２「都から国への緊急提案について」のご

説明を申し上げます。 

 画面のほうに資料を映してございますので、こちらをご覧いただきたいと存じます。 
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 昨年の４月に本評議会からご提言いただきました内容を受けまして、５月から６月にか

け文部科学省ほか関係省庁に対して緊急提案を行っております。評議会からいただきまし

た提言と同じ内容でございますが、成長戦略としての文化政策、民間主体の文化芸術支援

の促進、国と地方、官民が協働して取り組む仕組づくり、を３本柱として提案をしており

ます。 

 提案先の関係省庁におきましては、都の提案内容と関連する動きがございました。画面

上にオレンジ色で、左側の都の提言に対応するものとして右側に四角でくくったものがご

ざいます。同様に緑色の省庁連携による文化政策の再構築に関連するものにつきまして、

右側にそれぞれ関連事項がございました。 

 続きまして、お手元の資料３「東京都の文化政策のこれまでの取組と今後の展望」につ

きまして、ポイントをまとめてございますので、ご説明申し上げます。 

 同じく画面のほうにまとめてございますので、ご覧いただきたいと存じます。 

 まず、石原知事の就任から評議会発足前の平成11年から18年の都の文化政策についての

動きをご説明申し上げます。 

 平成16年に「東京都の文化施策を語る会」が設置されまして、都の文化施策の推進につ

きましてご検討いただいております。この中でアーツカウンシルの設立を含めた文化政策

のあり方についてご提言をいただきました。この「語る会」の提言を踏まえまして、東京

都文化振興指針を策定しております。 

 また、この間、若手アーティストの支援、新たな文化の創造発信のためにトーキョーワ

ンダーウォールほかの事業を開始しております。 

 都立文化施設におきましては、平成12年から民間人の館長を起用し、民間経営者としの

視点からの経営改革が進んでおります。 

 平成19年に本評議会が発足しまして、世界の中における東京の文化面でのプレゼンスを

確立するさまざまなご提言をいただいております。これに基づきまして、芸術文化発信事

業助成の拡充、東京舞台芸術活動支援センター設置などが実現しております。 

 また、東京の新たな文化の創造発信の戦略的取組といたしまして、オリンピック文化プ

ログラムの策定、これを受けました東京文化発信プロジェクトの実施が行われております。 

 文化施設につきましては、新たなミッションの構築、大規模改修、指定管理者制度下に

おける運営のあり方等について答申をいただいております。現在、都美術館、芸術劇場、

庭園美術館の改修に取り組んでおります。 
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 これまでの都の文化政策の取組を振り返り、今後の文化政策に向けた課題と思われる事

項が一番右側に示されております。教育、観光振興との連携など文化を軸とした分野横断

型政策の実現、民間寄附の促進など総合的な芸術文化支援体制の構築、国際文化交流の推

進、文化の創造発信の強化、創造発信拠点としての都立文化施設の機能強化などとなって

ございます。 

 以上でございます。 

○福原会長 それでは、これに続きまして、今村参与から追加をいたします。 

○今村参与 今のご説明に基づいて、資料３をご覧いただきながら、今ご説明をしていた

だいたのはかなり一般論ですので、今日の議題の参考になるように、幾つかブレークダウ

ンをしてお話をできればと思っております。 

 この評議会ができるまでにも、平成11年から幾つもの取組を行ってまいりました。大き

な取組としては、やはり人材育成が大きな事業の１つになっておりまして、私が館長をし

ているワンダーサイトであるとかワンダーウォールといった事業がここで新たな事業とし

て立ち上がっております。この評議会ができるまでにも幾つかの審議会のようなものを通

して、基本的なアイデアが出ていましたが、やはりこの評議会で大きな推進力になったの

がオリンピックの文化プログラムの作成であったかと思います。ここで見られたのは、結

局は、東京は国際的な発信力を持っている都市なのかどうなのか。そこに東京都が政策と

してどのように絡めば、東京がより生き生きとして発信力を持つ都市となるのかというと

ころだったと思います。 

 この評議会が始まりましてこれで４年目になります。立案をいただき、文化発信プロジ

ェクトというプログラムが始まり、六本木アートナイトやフェスティバル/トーキョーを

はじめとする幾つものプロジェクトが始まりました。ようやく今年それを評価する段階に

なりました。この後に部会長からもご報告がありますが、その評価に基づいて、それでは

今まで何に取り組んできて、何に取り組めてこなかったのかということをここでもう一度

洗い直して、次の課題を明確にして戦略を新たに編み直していくということが今日の大き

なテーマになります。 

 その中で、この資料３の一番右側にあることですが、まず上から申し上げますと、文化

を軸とした分野横断型の政策の実現ということがあります。これはよく言われることです

が、イギリスではＤＣＭＳと言われて、文化・メディア・スポーツというものが一体化さ

れた省になって政策が推進されている。例えば、国でももちろん文化庁、国際交流基金、
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経済産業省、あるいは観光庁などがあり、今ようやく連携をして事業をやろうということ

になっていますが、そのような文化観光なども含めた連携が必要だろうと思われます。こ

れは東京都でもデザイン、ファッション、映画、観光という文化の政策に緊密な関係を持

つ、大きな視点で言えばクリエイティブ産業としてくくられるべきものが、この評議会と

は別の産業労働局の所管となっているわけで、それをぜひ取り込んで、大きな視点からも

っとダイナミズムのある文化、あるいは東京という都市の政策づくりを行うべきではない

かということが１つ大きなテーマとなっております。 

 それと同時に、やはり政策というのは、それを推進していく体制づくりという大きな課

題があります。東京芸術文化評議会も、これが設置されたときは、イギリス的なアーツカ

ウンシル的な機能を持って、独自の政策立案や評価を行い、東京を皮切りに日本の新しい

文化の支援体制を構築するということが目論まれておりますが、これをぜひより発展的に

推進をしていく必要があるのではないかということです。 

 そして、詳しい民間寄附を促進する新たな仕組づくりですが、なかなか文化予算を大き

くしていくということはハードルが高いですので、この民間寄附を促進して文化を推進し

ていく資源を確保しようという試みをより強化していかなければならないであろうという

ことです。 

 その次に書かれていますのは、先ほど申し上げましたように、ファインアートの分野で

はワンダーサイトなどにおいて次世代の文化を担う人材育成を行っておりますが、これを

幅広い分野で展開をしていく必要があるであろうということです。 

 次に、これは文化事業というくくりになっておりますが、国際文化交流の推進、文化の

創造発信の強化ということが書かれています。この背景には、ご存じのように、アジアの

国々が非常に成長し、文化政策も強力な体制で推進してきているということがございます。

その中で、これも何度も指摘されていることですが、東京が埋没するという危機感があり

ます。したがって、世界の中の東京、既に持っている自分たちのポテンシャル、東京の特

性を生かしながら、東京独自の国際的な視野に立った活動が必要であろうということです。

それで、今度文化庁長官になられた近藤さんもお話をされていますが、アーティスト・イ

ン・レジデンスを推進して、多くのアーティストを日本に招き、日本から発信をしてもら

うということが必要ではないか。昔、パリがピカソやモディリアーニたちを育て、芸術文

化の創造の中心地となったように、東京、そして日本がそういう役割を果たしていく。そ

のために何をしていかなくてはいけないのかということを考えていけたらと思っておりま
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す。 

 同時にアジアの地域内での文化の連携も大きな課題になっております。単に国家の事業

だけを推進していくのではなくて、アジア域内に蓄えられた知恵や文化の資産をどのよう

にして連携をしながら高めていけるのかということも大きな課題になります。既にヨーロ

ッパでは欧州文化首都という制度がありまして、毎年２都市、大きな都市と小さな都市の

文化基盤を強固にしていくプロジェクトが成功をおさめております。そのようなことをア

ジア文化首都、例えばそういうようなものの名のもとにアジア域内の連携、そして文化の

基盤を強固にしていくということが必要なのではないかと考えられます。東京都では既に

アジネットという大都市との連携のプログラムを推進し、今年もその総会が東京で開かれ

ます。やはり21世紀は都市の時代ですので、国を超えて、都市が連携し合ってスタートし

ていくということもあり得るのではないかと思っております。 

 最後の都立文化施設に関しては、これは創造発信拠点ということと同時に、多分これま

で施設の運営というのは、その館一つでの施設運営に大きな視点が向けられてきたと思う

のですが、現代では、大きな施設自体がまちの大きな拠点となってまちづくりを推進して

いくことが求められています。また、その中でこそ、文化施設の存在意義が強固になると

いうことがあります。そのような視点からの都立の文化施設の強化ということも考えてい

かなければいけないと思っております。 

 最後に私見ですけれども、東京というのは非常に多くの資源を持っているまちです。地

方都市と違って、東京には既にさまざまな文化拠点、文化活動があります。どのようにそ

の発信力を高めていくかという、強化をしていく方法という意味で、これまで文化発信プ

ロジェクトの中で我々が学んだことは、プラットホームをつくって、既にあるいろいろな

事業と連携をし、協働をし、それを次の次元に高めていくということであり、東京都の大

きな成果ではないかと思います。これは文化だけではなく、例えば東京大マラソンのよう

に、既存の団体を合わせて、国際的な発信力のあるマラソンに高めていったということも

我々の身近で起こっています。そのようなことを含めて、東京がつなぐ、あるいは既存の

ものを連携し、協働し、次の次元に高めていけるような方策というのが我々にも課せられ

た課題なのではないかと考えております。 

 幾つか議論のたたき台になることをお話しさせていただきました。こういった、現在残

っている課題に関して、ぜひご協議をいただければと思います。よろしくお願いします。 

○福原会長 それでは、当事者側からのご報告と今後のあり方についてのお話がありまし
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たので、この問題について皆様のご意見をここでいただきたいと思いますが、どなたかご

意見ございませんか。 

○野村評議員 時代の古い順番に発言をさせていただきます。 

 昨年、都からのご依頼で、「東京の伝統芸能の動向に関する調査」というものを実施い

たしました。その調査結果を踏まえて、少し感想を申し述べさせていただきます。 

 東京に多種多様な伝統芸能が存在して、その活動規模が全国で群を抜いているというこ

とは、もう申し上げるまでもないのですが、例えば、邦楽と言われる伝統音楽は、全国の

５割、大体半分が東京に集中しております。しかし、日本舞踊や伝統音楽の伝承の場や育

成の場、発表の場がここ10年間減少の一途をたどっております。具体的に申しますと、朝

日生命ホール、イイノホール、日刊工業ホール、ａｂｃ会館ホールなど、相次いで閉鎖に

なっております。この経済不況が続いていきますと、ますますそういう閉鎖に追い込まれ

るホールが増加していくのではないかと危惧をいたしますし、今私たちが行っております

キッズ伝統芸能体験事業も、やはり発表の場といいますか、稽古の会場を確保するのに非

常に苦労をしております。やはり伝統文化の集積地であり発信地である東京都が伝統芸能

の質を高めながら、その活性化のために伝承の場、育成の場、発表の場という、これが三

位一体になる――もう何遍も申し上げておりますが、「和の空間」というものの設置が何

としても必要であるなと、この調査をいたしまして改めて痛感をいたしました。知事には

近々要望書をぜひ出させていただきたいと思いますので、政策課題として何らか一歩前進

するようなお取り上げを図っていただければ、まことにありがたいと思っております。 

 以上でございます。 

○福原会長 野村評議員からは毎回ご提案をいただいており、さらに調査結果に基づいて

後継者の育成と発表の場という、具体的なテーマをいただきましたので、これはこれから

先、ぜひ検討の場に加えていきたいと思っています。今村さん、いかがですか。 

○今村参与 先ほども申し上げましたが、人材育成というのをどの視点からどのような形

で行っていくのかを明快に政策としてつくっていくべきだと思います。ワンダーサイトで

は、まずファインアートを始めましたが、既に、音楽ですとか、デザインですとか、建築

という分野に、レジデンスを使って幅を広げていっているところです。これは大きな課題

だと思いますが、やはり人材育成をしていく場と同時に、誰が行うかということや、どう

いう人がそれを見てくれるのかということも非常に大事だと思います。箱をつくり、政策

をつくるだけではなくて、どういうふうに生かしていけるのかというところを考えながら、
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総合的に人材育成に取り組んでいかなくてはいけないと思っています。 

○福原会長 ほかにいかがでしょうか。 

○石原知事 古典芸能が存続するための場所も確かに必要でしょうけれども、前に申し上

げたかもしれませんが、もう少し工夫をしたらよいと思うのです。例えば、隅田川の屋形

船で新内の名手を呼んで聞く会をやると満員のお客さんになりますが、何を言っているか

わからないのです。だから、お能もそうだと思いますが、ワープロで何を言っているか手

元に配ればよいと思うのです。それを読みながら見ていると、もう少し舞台とのコミュニ

ケーションがあるでしょうが、そういう工夫もしていきませんと、もったいないと思うわ

けです。ただ、オペラは逆で、私も好きなワーグナーのレパートリーで、例えば「トリス

タンとリゾルデ」は、セリフもワーグナーが書いたらしいのですが、字幕が出て、「光こ

そ闇」とか、「夜こそ光」といった難解なことを言われると、そちらに気をとられて全然

おもしろくない。ドイツ語で聞いたほうが何か感動が伝わってきますが、これとは別で、

日本語の古典芸能のときは、劇場が気をきかせて、お能でも、ワープロで歌詞をみんなに

配って読みながら聞くというのも１つのアイデアではないかと思います。 

 それから、都立の文化施設の問題ですけども、館長や芸術責任者の人選をここでしてい

ただかないといけないと思います。役所が探してくる人事というのはどうも問題があるの

で、みなさんでぜひよい人を考えてください。 

○福原会長 確かに今は文化芸術関係のディレクター、プロデューサーはいないですね。

本当に人材が払底してしまっている。育ててこなかったということもありますが、優れた

方々はもう皆さんポジションに入っていらっしゃるわけです。 

 古典の問題につきましては、確かに東京はあまりに集中し過ぎているところがあって、

また流派がとても細かく分かれていて、流派ごとにごく少数の人たちが運営しているとい

うようなことがあるので、ホールがあっても観客が集められないということがあります。

後ほど民間寄附のお話もありますが、観客が集められなくても、だれかがパトロンになっ

て応援すればよいのですが、その仕組もまだ完全になっていないわけです。どうしたらよ

いのかということは、また別な問題として考えないと、現代では演劇やオーケストラなど

と同列には論じられないと私は思うのです。 

○野村評議員 日本舞踊の重鎮の方によれば、歌舞伎が現存していけば、多分長唄と清元

ぐらいは何とかいくだろうけれども、あとのものは多分だめになってしまうというような、

切迫した危機感があるようでございます。 
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○福原会長 そうなりますと、音源としてＣＤだけで残るというようなことになりかねな

いですね。一遍切れてしまったらあとは続かないですから、どうしても続けなければいけ

ないし、これはこの場とはまた別に検討しなければいけないと思っております。 

 それでは、後でまたご意見をいろいろ伺いたいと思います。 

 都から国への緊急提案と、それから東京都の文化政策のこれまでの取組と今後の展望を

今ご報告申し上げましたが、都から関係省庁への緊急提案を行っておりまして、それから

省庁においても文化を軸にして政策横断的な取組を始められたということでございますの

で、引き続き、各省庁とは緊密に連絡をとっていきたいと思っております。次回の評議会

においても、引き続き、今後の都の文化政策の展望と課題について議論を行って、第２期

の評議会の意見としてまとめ、できましたら、この中に古典芸能のような問題も別立てを

して取り組まなければいけないと思っております。 

 ここで、東京文化発信プロジェクトの成果と課題に移らせていただきたいわけですが、

この東京文化発信プロジェクトは、東京からの新たな文化の創造発信ということを目指し

て開始し、３年目になりました。これまで何を行ってきたのかということにつきまして、

このたび東京文化発信プロジェクトの事業評価を行いましたので、その概略について事務

局からご説明をいたします。 

○桃原文化振興部長 それでは、お手元の資料４につきましてご説明申し上げます。同じ

く画面のほうに映し出しております。 

 昨年度、文化発信プロジェクトで実施した事業を対象といたしまして事業評価を実施し

ております。主催団体、そして外部評価者がそれぞれの事業を評価するとともに、文化都

市政策専門部会の専門委員の方々にもご評価をいただいております。 

 主な事業につきまして、成果と課題をまとめて簡単にご報告申し上げます。なお、机上

には参考資料として主な事業の成果と課題についての評価表を置いてございます。 

 まず、「世界の主要都市と競い合える芸術文化の創造発信」を目指す事業といたしまし

て、伝統、演劇、音楽、美術・映像の分野でさまざまなフェスティバルやイベントを実施

しております。伝統の分野におきましては、「東京発・伝統ＷＡ感動」を実施しておりま

す。邦楽、日本舞踊、落語、民俗芸能の公演を計11回開催いたしまして、5,000人を超え

る来場者がございました。ご指摘いただいた成果といたしましては、伝統芸能の家元が集

中している東京ならではの質の高い多様なプログラムを実施したこと。重鎮、ベテランだ

けではなく新進若手実演家を積極的に登用されたことなどが評価されております。一方で、



 9 

発信力・創造性をより高める観点から事業をさらに構築するとともに、伝統文化の担い手

となる人材育成に資する取組がさらに必要とご指摘を受けております。 

 続きまして、演劇の分野でございますが、国際的なフェスティバル、「フェスティバル

/トーキョー」を実施しております。合わせて19演目について、上演や関連企画において

約６万4,000人の方々が参加をされました。斬新で独創性の高い作品を上演したこと。国

際共同制作や国内アーティストへの新作委嘱により、創造・交流・発信のプラットホーム

を形成したことが高く評価されております。今後はさらなる観客層の拡大とともに、舞台

芸術を支える人材育成に資する取組が必要という指摘を受けてございます。 

 続きまして、音楽分野でございます。東京都交響楽団がソウル、シンガポールを含む11

か所で公演を行う「ハーモニーツアー」、海外の音楽批評家を東京に招きまして、東京の

音楽の状況を世界に発信する「海外批評家 in レジデンス」を実施しております。ハー

モニーツアーにつきましては、当初、島の地域など、ふだんクラシック音楽に接する機会

の少ない地域で演奏を行ったことが評価されておりますが、いずれの事業につきましても

プロジェクト事業としての一層の創造発信を目指す事業の構築が必要というご指摘を頂戴

しております。 

 続きまして、美術・映像分野でございます。「六本木アートナイト」、それから総合的

映像のフェスティバルである恵比寿映像祭を実施しております。アートナイトにつきまし

ては、70万人を超える参加者を集めた集客力の高さと、時間・空間の枠を外して、まちの

中から新しい芸術文化や東京の魅力を発信したことなどが高く評価をされてございます。

恵比寿映像祭につきましては、実験的でメッセージ性が高いプログラムや、恵比寿ガーデ

ンプレイスをはじめとする多様な機関・団体との連携が評価されてございます。いずれも、

今後は他の地域や事業とのさらなる連携など、創造発信に向けた事業構築や、財政規模の

確立の必要性が指摘されてございます。 

 続きまして、芸術文化を通じた子供たちの育成の事業でございます。伝統芸能の一流実

演家から子供たちが直接に指導を受ける「キッズ伝統芸能体験」、演劇、ダンス、音楽の

プロフェッショナルなアーティストを学校や文化施設に派遣して、子供たちが主役である

舞台作品をつくる「パフォーマンスキッズ・トーキョー」、子供たちがみずからつくった

竹の楽器で音楽をつくり出して発表する「ミュージック＆リズムス Tokyo Kids」を行っ

てございます。いずれも子供の創造性を引き出す取組であり、単に技術を教えるだけでは

なく、芸術文化の豊かさ・奥深さを学ぶ機会を提供したということが高く評価されており
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ます。一方、参加者が限られるなど、社会的に広がりを欠けることにつきましては課題と

されてございまして、成果を一層、広く普及する観点からの事業構築が求められてござい

ます。 

 続きまして、「東京における多様な地域の文化拠点の形成を目指す事業」としまして、

町なかで市民とアーティストが協働する「東京アートポイント計画」が始動しております。

評価におきましては、アートＮＰＯやアーティストと連携をしたこと。福祉、防災などの

ほかの分野の領域にアートを取り入れた取組を行ったことなどが高く評価されております。

今後は地域の特性をさらに生かしたエリア型、分野横断型、人材育成のそれぞれのプログ

ラムを一層充実させることが必要と指摘を受けてございます。 

 以上、簡単でございますが、評価により指摘を受けた成果と課題につきましてご説明を

申し上げました。 

○福原会長 それでは、部会長から追加してご説明があります。 

○吉本専門委員 部会からの報告ということで多少補足させていただきたいと思います。 

 お手元に少々分厚い資料がございますが、この資料にありますように、今回、この文化

発信プロジェクトについてかなり丁寧な評価を行いました。この資料はそのごく一部でご

ざいまして、評価の資料を全て合わせますと、この数倍のボリュームになると思われます。

主催団体が自己評価を行い、そこに外部専門家の意見を入れた外部評価を行い、その後、

専門委員が３つのグループに分かれて評価を行っております。その結果を先ほど概要とし

てご説明いただいたわけです。 

 それで、お手元の資料４に戻っていただきたいのですが、部会でもさまざまな意見が出

ましたが、ポイントだけ補足をさせていただきたいと思います。 

 まず、上段のフェスティバル系の事業につきましては、これを評価した結果、改めて、

東京都がこのような発信力の強い文化イベントというのはあまり実施していなかったとい

うことが評価のコメントとしてございました。これは「世界の主要都市と競い合える芸術

文化の創造発信」という目標に向けて、東京の文化的なプレゼンスを国際的に高めるとい

う点で評価できると思います。特にその芸術作品を発表するというだけではなく、こうし

たプロジェクトが契機となって、創造活動への投資が行われたということが発信に結びつ

いている点として大きく評価できると思います。 

 フェスティバル/トーキョーについて申し上げますと、国際的な話題作を紹介するだけ

ではなく、若手アーティストへの作品委嘱、国際的な共同制作など、舞台芸術の創造活動
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の国際的なプラットホームになっています。いわば東京という都市が国際的な舞台芸術の

振興に寄与しているというある種の旗を上げているような存在になっておりまして、そう

いう点が発信力の強化につながっていると思われます。 

 それから２つ目のキッズ系事業につきましては、これは文化発信プロジェクトとして実

施されているわけですが、実は、アートを活用して教育現場で子供たちを育成しようとい

う取組でございます。この取組は、平田評議員が中心になって進めておられます文科省の

コミュニケーション教育事業とも連携できる部分がございまして、そうした事業の拡充に

向けた基盤づくりという点でも評価できるかと思います。 

 それから３番目のアートポイント計画につきましては、都の文化施設が大規模な拠点施

設として機能しているのに対し、この東京アートポイント計画は、地域に密着してＮＰＯ

などと組んで、施設ではなくて、ソフト面、人材面で地域の拠点形成を行っているという

点が評価できるかと思います。 

 それから３つの事業全体に共通している点としまして、実施体制として都立の文化施設、

都響、歴文財団など、都の既存組織もかかわっているわけですけれども、外部のＮＰＯと

かボランティアとか、そうした人たちを巻き込んで、実践的で足腰の強い推進体制ができ

ている。その結果、外部の知恵やネットワークがさまざまな形で機能しているという点も

評価できるのではないかと思います。 

 まとめとしましては、事務局のご報告にもありましたように、それぞれ課題はあるもの

の、総体としてはこの発信プロジェクトは評価できると考えます。したがって、文化発信

プロジェクトは、評価作業で見えてきた課題を改善し、必要な見直しを行いながら、今後

も積極的に推進すべきというのが部会の意見でございます。 

 今日評議員の先生方のご意見を頂戴した上で、再度９月に部会を開く予定になっており

ますので、ご意見をどうぞよろしくお願いいたします。 

○福原会長 東京文化発信プロジェクトという形で東京都が何か始めたのは３年前が初め

てなので、必ずしもうまくいっているとは思えない点もまだあります。特に資源の配分と

いいますか、投下している費用や人員に成果が見合っているかどうかということについて

は、まだまだ改善の余地はあると思いますが、とにかく走り出したということは、今ご報

告のとおりです。これについてご意見をいただければと思っていますが、いかがでしょう

か。 

○杉本評議員 特に六本木アートナイトについては、２年で２回ありまして、２回とも参
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加しましたが、投資したお金に対して効果は絶大なものがあると思います。何万人という

人が夜中に出てきて、ある意味で興奮状態になっているような盛り上がりがあります。で

すから、これはまいた種は最初は小さかったかもしれませんが、ものすごく大きくなって

いく可能性があると思うのです。六本木を中心に森美術館の森さんの多大な協力があって

大きくなったのですが、六本木というのは広いわけですから、これからもどんどん大きく

なってくる芽はあると思います。私は非常に高く評価しています。 

○石原知事 あれは何日間ですか。 

○杉本評議員 一晩だけです。パリにホワイトナイトというのがありましてちょっと似て

いますが、これも非常におもしろくて、若者が一晩中寝ないでアートを見て回るというも

のです。六本木アートナイトは、これからは量と質を高めていくということになると思い

ます。 

○森評議員 評価していただいて大変うれしく思います。一番大事なところは、１つの美

術館が行っているのではなくて、国立美術館やミッドタウンも入っていて、ミッドタウン

の中の２１＿２１、サントリー美術館、さらに六本木の商店会など組織的な広がりを持っ

て行っているというところで、主催者が期待する以上に盛り上がりを持って成果を上げた

と感じております。ただ、アートナイトと銘打っているわけですので、ただのお祭りイベ

ントではなくて、アートナイトだということをこれからはしっかり打ち出していきたいと

考えております。 

○福原会長 今後、杉本評議員の言うようにさらに発展していくとすれば、やはりアジア

に対してもっと発信力を高めるとか、さらに、世界に対してアートナイトありということ

ができる可能性はありますね。手を広げ過ぎたようなところもありますが、いろいろな事

業を行っておりまして、とにかくよちよち歩きで歩き出したというご報告なわけです。各

事業について、反省点や改善点がかなりわかってきましたので、今後はより発展するだろ

うと思っています。 

 ほかにご意見ありますでしょうか。 

○三宅評議員 六本木アートナイトは非常に成功したと思いますが、それがまたまちづく

りに生かされていくようなことになっていけば、さらによいのではないかと思います。地

方のまちでは、１週間ぐらい各商店がそれに参加しているといったことも見たことがあり

ます。私が非常に感じるのは、先ほども和の話が出ましたけれども、外国から日本へ来た

ときに、その人たちがどこへ何を見に行ったらいいのかわからないということです。イン
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フォメーションが全く得られないのです。来る前にも、例えば、狂言や能、文楽といった、

何か日本のものに接したい。特に最近は日本の新しい作家などいろいろな人たちに会いた

いということで来るのですが、東京ではそういうものを全く世界に発していないというわ

けです。これはすぐできることです。先日も山本評議員が発信の仕方の問題を指摘されま

したが、現状に対して、これではいけないのだということがよく理解できたわけです。蜷

川さんもあのようにニューヨークへ行かれたりして、あちこちで苦労していらっしゃる。

我々が現在置かれている立場というのは、日本は楽しんでいられる状況ではないというこ

とです。環境やエコの問題などいろいろあります。東京都も相当苦労していらっしゃるけ

ども、それでは我々は何ができるのかとなると、最終的に、全国を回らなくてはいけない

のであって、東京都で終わらないのです。我々は、スタートが四国で、それを加工するの

が北陸の福井だったり、それをさらに再加工するのが石川県だったりしながら、自分たち

でできるように工房をつくっているわけです。だから日本は全体像を見ないと文化という

のはこれから成り立たないのではないかという感じがします。 

 それと、もうどこの産地へ行っても、あと１軒だけ残っています、うちだけですという

状況が非常に多いのですが、やはり全国のそういう産地をもう一遍調べるなり話し合うな

りして何かできるのではないかと思います。 

 今回それで、最初に日本国内、そしてパリへと行くのですが、パリから世界へ発信して

いこうと思っています。そういう時代を、若い、この次の世代のためにぜひつくりたい。

だから、この間の寛斎さんの意見は本当に魂のこもったものだったので、非常によかった

と思っているのですが、日本を発信地にするならその辺を考えたほうがよいのではないか

という感じがします。だから、現実に何をするにしても、東京発信と言いながら、実は日

本全部の機能が必要だと思うのです。能楽の世界でも、和の世界でも、材料などいろいろ

なことを考えたら、やはりそういうものが必要なのだし、ぜひ全国規模で、そして東京か

ら発信されるということになればよいのではないかということを思います。 

○福原会長 おっしゃるとおりで、東京都が全国を引き受けるのではなくとも、東京都が

場をつくるということはできるわけです。それはちょうど昔のパリと同じことですので、

それはぜひ、この私たちの考え方の中にも取り入れていくべきではないかと思っています。 

（石原知事退席） 

○杉本評議員 世界からのいろいろな文化的な問い合わせは、やはり東京に一極集中で来

るわけです。ですから、東京にはそういう責任において、日本中にある紹介するべき和の
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文化なり日本の文化を紹介するインフォメーションセンターのようなものは絶対に必要と

されると思います。ある意味で日本の文化的なコンシェルジェのような位置にあるのです。

問い合わせが来たら、「東京のことだけしか知りませんので、ほかはほかの県に行ってく

ださい」というわけにいかないわけです。ですから、そんなにお金のかかることではない

と思いますが、そういうサービスを一極的に、海外向けに始めることによって、東京が日

本の文化レベルをある意味で維持できるような、問い合わせに対しても答えられるような、

そういうようなシステムがあったら、我々としては非常に助かると思うのです。 

○福原会長 観光庁は日本へも訪問者をふやそうということですが、訪問者が来ても、ど

こへ行ってよいかわからないという問題があるのですね。 

○杉本評議員 そうですね。 

○福原会長 窓口の東京としてそういうことができるかどうかということですね。これは

研究課題になり得ると思います。 

○蜷川評議員 私はさまざまな欲望がある時期に集約されることが必要だという気がする

のです。さまざまなジャンルが一月なら一月１回、全員が音楽、あるいは伝統芸能、ある

いはフェスティバル/トーキョー、あるいはアートナイト、そういうものが一月か二月の

間に同時多発的に行われる。まず、そういうふうに行いながら、注目され、語るときに動

詞形で語られて人に伝わるというような、そういうある種のダイナミズムや発信力が必要

ではないかと思うのです。そこにいろんなジャンルが入って、小さなものも、大きなもの

も、さまざまなジャンルが１回、世界中の耳目を集中させるというようなことが必要なの

ではないかという気がします。例えば、外国で仕事をしていらっしゃる杉本さんや三宅さ

んたちが一斉にその月は帰ってきて何かをするというようなことも考えられます。私も芝

居をロンドンとニューヨークで行う間に、同じ芝居を日本で行いました。そのためにセッ

トを２つつくって、外国に置いてあるセットと日本でつくったセットを２つ持っていて、

費用はかかったのですが、そういうダイナミックな動きがあると波及力が大きい。やがて

分散していってもよいから、とりあえずはここ一、二年はあらゆるジャンルが１つに集約

した一月、二月というふうに行ったらどうかという感じがします。発信は動詞形で動いて

いないと人がなかなか集まってくれないような気がするので、あまりスタティック過ぎな

いで、動いているという感じがよいと思っているのです。 

○福原会長 芸術芸能月間のような感じのことですよね。 

○蜷川評議員 そうですね。美術や映画も全部含めて、すべてのジャンルが一斉にやると。 
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○杉本評議員 たくさんプログラムがあるわけですから、これを一月以内に全部まとめた

ら、すごい力が出ますよね。 

○蜷川評議員 その間、皆さんに帰ってきてもらわなくてはいけません。 

○杉本評議員 今はばらばらだから全部は帰ってこられないですが、２週間、３週間に集

約したら、これは帰ってくることができると思います。 

○福原会長 ありがとうございます。ほかはありますか。 

○山本評議員 蜷川先生のお考えに非常に賛成でして、このところ、よその国のいわゆる

芸術祭とか何々祭というのはどうなっているのだろうと考えておりました。前回平田オリ

ザ先生に、東京都に属している三宅島がおもしろいということを伺いましたので、たくさ

んの人をどうしたら連れていけるのかというところまで平田さんにご相談しました。そう

しましたら、泊まるところがないので、大きい船で行って、発表を見たらまた船に戻って

くるようにすればよいというご意見をいただいたりいたしました。早速三宅島でイベント

を行いました。見に来た人はご高齢の方が多かったのですが、地元の人たちがお金を出し

てくれまして、無料です。 

 ただ、どうしても島の規模とか能力では、日本が誇る何々祭にはなり得ないのではない

かとも思いました。蜷川さんに私は非常に賛成で、今、六本木ヒルズで周辺のものがもっ

と固まるべきではないかと思っております。前からある下町の麻布十番のお祭り等々も、

一月間、あるいは二月間入れて、ありとあらゆるものが総合的に集まって、その規模と内

容が世界に誇れるところまで行かれるべきではないかと思っております。 

 日ごろの私のおつき合いの中に、ビジット・ジャパンでビジネスにしたいという旅行の

業者さんもいらっしゃいますが、それだけの熱いものが日本に存在するのであれば、アジ

アから人を呼ぶことができるというのです。蜷川さんがおっしゃったことに尽きるのでは

ないかと思いますが、それがもう一声でできるように思うのです。彼平田さんはその辺を

どういうふうに思っていらっしゃるかお聞きしてみたいと思うのですが。 

○平田評議員 この半年間、国交省の成長戦略会議の観光部会の座長をしておりましたが、

観光に関しましては、新聞報道にもありますように、日本の旅行会社が、恐らく今年度中

に、中国でパッケージツアーを売れるようになると思います。そうすると日本の旅行会社

とタイアップして、中国や韓国のリピーターのお客様に３泊４日ぐらいで、１泊目は伝統

芸能、２泊目はまだ北京では見られないヨーロッパの最先端の舞台芸術、もちろん日本の

舞台芸術でもよいわけですが、そして３泊目は、そのコンテンポラリーアートというよう



 16 

なツアーを組んで売るということは、これから十分に考えられると思います。今までの日

本にはなかったビジネスパターンというのはこれから多く出てくると思います。 

 そのときに、旅行会社の方たちが必ず言うのがコンシステンシー、要するに常に行って

いてほしい、あるいは集中して行っていてほしいということなのです。そうでないとビジ

ネスにならないので。もちろん、同じものばかり行っていてもだめで、たとえば、ウイー

ンのオペラ座は、法律で毎日違う演目をやるように決まっているわけです。毎日違う演目

をやるから、世界中の音楽好きはずっとあそこに何泊でもするわけで、そういったいろん

なものが集中的に見られるという、まさに今、先生方がおっしゃられたようなことをする

べきです。しかし、日本の場合、特に舞台芸術の場合にはシーズンというものがないので、

年中公演を行わなくてはいけない。ご承知のように、パリは10月になると、これから芸術

の秋だということで、フェスティバル・ドートンヌで盛り上がってくるわけで、その後に

ホワイトナイトがあり、ここから本格的に冬に向かい、芸術を楽しむ季節となることの前

ぶれになるのですが、日本の場合はメリハリが必要だということは間違いないと思います。 

 これを本格的に東京都が事業として実施するためには、部会に旅行業者を呼んで、実際

にどういうものがパッケージツアーとして適当か、具体的に検討していくべきだと思いま

す。 

○福原会長 いろいろここまで小さく歩き出したところで、かなり具体的なご提案をいた

だきました。これから先もこの東京文化発信プロジェクトは、さらに東京の顔となります

ように改善の努力を、あるいは発信力の強化をしていくことで、都のほうに引き続きこの

事業の推進をしていただく必要があると思っていますので、文化都市政策検討部会でこの

ことをさらに深く検討して、まとめていただきたいと思っております。 

 次に、同じ文化都市政策検討部会から、民間寄附を促進する新たな仕組づくりについて

の報告をお願いします。これは前に一度ご提案していろいろご意見をいただいたわけでし

て、それをさらに皆様のご意見を入れて、以下、ご報告するようにまとめてきたわけでご

ざいますので、お聞きください。 

 では、よろしくお願いします。 

○片山専門委員 それでは、「民間寄附を促進する新たな仕組みづくり～TOKYO ARTS 

FUND（仮称）の設置～」ということで、部会から報告させていただきます。お手元の資料

は５番ですが、画面で説明させていただきます。 

 前回の評議会の席上でもご報告しましたとおり、芸術文化活動への民間からの寄附を盛
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んにしていくということが今喫緊の課題となっております。 

 民間の芸術文化の活動の資金と申しますと、ご覧のように、事業収入、それから公的資

金、民間寄附がございまして、これらが資金ソースとなります。民間寄附の中には企業・

団体からの寄附と個人寄附がございます。通常、コマーシャルベースの活動を除きまして、

事業収入だけでは支出は賄えませんので、そのギャップをどのようにして公的資金と民間

資金とで負担していくかということが、世界中どの国でも共通した問題となっております。 

 上半分のグラフは国家予算に占める文化予算の比率を示しており、一番右が日本、それ

から一番左がアメリカ、それからイギリス、フランス、ドイツ、韓国となっておりますけ

ども、日本は大変少ないわけです。アメリカはもっと少ないですが、ご覧のように、下半

分はＧＤＰに占める民間寄附の比率を示しておりますが、その分アメリカは非常に民間寄

附が大きいことが分かります。日本はどちらも低いということで、芸術文化活動へ携わる

方々は財政的に大変苦慮されているという状況がございます。 

 このうちわが国の公的資金に関して申しますと、これは地方公共団体の文化関係予算の

推移ですが、税収が減っているような状況も反映しまして、伸び悩みというか下降傾向と

なっております。 

 また、民間寄附のうち、企業・団体によるものに関しましても、やはりこの経済環境を

反映しまして伸び悩んでおります。企業メセナ協議会さん等がリーダーシップをとって今

まで啓発活動を続けてこられており、民間の芸術文化活動にとって、非常に重要な資金ソ

ースという位置を確立しておりますが、金額的にはやや伸び悩みという状況でございます。 

 そうしますと、個人寄附が最後に残された未開拓の領域ということになりますが、現実

には芸術活動に対して寄附をしようにも、具体的な受け皿がない、あるいは情報がない、

安心感がないといった問題が指摘をされております。 

 その結果、個人が文化芸術活動に寄附をすることは、日本では大変少なく、実際にした

経験があるという方は、調査によると約１割にとどまっております。 

 これと比較しまして、アメリカは大変民間寄附が盛んな国でございますけれども、アメ

リカの民間の非営利団体の収入の典型的なパターンとしましては、黄色いところが事業収

入で約44％、それから、下の連邦、地方、州というところが政府助成（公的資金）で約

13％、残りが民間寄附で、これが43％を占めておりますが、このうち31％が実に個人によ

る寄附でございます。今月の初めにもアメリカ発のニュースで、ギビング・プレッジとい

う１つの運動ですけれども、ビル・ゲイツやウォーレン・バフェットがイニシアチブをと
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り、アメリカの資産家40人が財産を少なくとも半分、公益的な事業に寄附するという誓約

をしたというニュースが伝わってまいりました。もちろん日本が一足飛びにこのような状

況になるとは考えにくいですが、個人寄附はこのように、政府資金やあるいは企業の資金

が収縮しているときでも、必ずしも一律に収縮していかないという特性がありますので、

こういったところにも民間寄附を促進していく必要性があるのではないかと思います。 

 そういうことで、こういった個人寄附の促進にぜひとも東京都が今イニシアチブを発揮

していくべきときではないかと考えます。そしてそのための仕組としてTOKYO ARTS FUND

を私どもがご提案させていただいております。 

 では、どのようにすれば個人寄附は集まってくるのか、出やすくなるのかということで

すが、これには３つのアプローチが考えられると思います。１つは、寄附をしようとする

人への働きかけです。これは、ひょっとしたらするかもしれないという潜在的な方も含め

てです。それから、寄附を求める側の芸術文化団体側への働きかけも必要ですし、あるい

はもっと一般的に都民の皆さんへの働きかけも必要かと思います。 

 このうち、寄附をしようとする人への働きかけですが、これはよく話題に上るもので、

重要なのは、寄附税制によってインセンティブを与え、寄附をするとメリットがあるよう

な税制を活用していくということです。 

 それからもう１つは、寄附先に関する情報などを提供する。あるいはコンサルティング

をするといったようなことも同様に重要だと思います。 

 それから、また、寄附をしやすいシステム、例えばクリック１つで寄附ができるとか、

あるいは寄附をした人に報いるような、例えば、名誉アートサポーターのような形で顕彰

するといったシステムも考えていくべきかもしれません。 

 それから、寄附を求める側、受け取ろうとする側への働きかけも非常に重要だと思いま

す。寄附集め、いわゆるファンドレイジングのスキルアップを支援する必要があります。

日本の芸術文化団体というのは、ほとんど寄附を本格的に集めた経験がありません。寄附

の好きなアメリカ人ですけれども、アンケートをとりますと、寄附をした動機の１位は

「頼まれたから」というものです。日本の人は頼んでいないのです。ですから、こういっ

たファンドレイジングのスキルアップを支援する必要があると思います。 

 それから、どうしても寄附する先のマネジメントに不安があるということがあります。

そのため、マネジメントの高度化をサポートし、特に会計とか、情報公開とか、そういっ

たノウハウを提供していくことで運営の透明性を確保してもらい、それによって、寄附を
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する人の信頼感を高めていくといった働きかけが必要かと思います。 

 実際にアンケートをとりますと、寄附をする人が望んでいることというのは、１番は、

寄附金収支の明確化で、寄附金がどのようにして使われているのかがしっかりと開示され

ているということです。それから２番目には、寄附先の情報の積極的な提供ということで

すね。そういったところが寄附者の望んでいるところで、よく言われる税制は４番目にす

ぎません。 

 このほか、一般都民に、例えば寄附をするということがどんなに喜びをもたらしてくれ

るかとか、どれほど新しいライフスタイルなのかということを著名人を使ってアピールし、

プロモーションしていくというような活動も同時に必要かと思います。 

 このように、寄附者に対する働きかけ、寄附を求める側への働きかけ、それから一般都

民への働きかけといったものを一体的に担うのがTOKYO ARTS FUNDということでございま

す。 

 では、実際に、TOKYO ARTS FUNDを使ってどのようなことが可能になるかということを

３つほどの想定例でお示ししたいと思います。 

 まず、最初の例は、Ａという劇団を応援したいサラリーマンＢさんのケースですが、こ

れは、支援したい先というのはもう初めから寄附者において明確であるというケースです。

この場合は、劇団ＡからTOKYO ARTS FUNDに申請を出してもらいます。そして、FUNDはそ

れを審査して、その上で劇団Ａを支援先として認定します。その後、ＢさんはTOKYO ARTS 

FUNDに寄附をします。このときに税制の優遇が発生します。そして最後に、TOKYO ARTS 

FUNDから劇団Ａに助成という形でお金を渡すというような仕組です。これは、多分現実的

にはどちらかというと小口の寄附が多いケースだと思います。しかしながら、最近若い人

は大変ボランティアに積極的で関心があると言われておりますが、ボランティアと寄附は

相関性があるということはデータで出ておりますので、こういった１つのトレンドを育て

ていくということは必要ではないかと思います。 

 それから、次に２つ目の例ですが、例えば、若い美術作家に奨学金を出したいと考えて

いる資産家のＣさんがいたとします。この場合、ＣさんとTOKYO ARTS FUNDは相談をしま

して、TOKYO ARTS FUNDの中にＣさんの名前を冠したＣ奨学基金を例えば設置します。そ

してTOKYO ARTS FUNDは、そのＣ奨学基金で支援を受けたい美術作家を毎年公募します。

そして、すぐれた美術作家――何人か選ばれた方――に支援をするという形です。TOKYO 

ARTS FUNDのもう１つの役割は、このＣさんのファンドが一体どのようなところにお金を
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配分し、その結果どういうことが起こったかをレポートすることです。これはファンド内

ファンドのような形ですが、似たような仕組に、大阪コミュニティファンドというものが

ございます。ここはもう既にスタートしており、大きいものもありますが、小さいファン

ドが既に190あって、20億円の寄附をこれまでに集めております。また、このような、コ

ミュニティ財団と言われるファンド内ファンドを擁したような組織というのは世界に既に

1,100ございます。あるデータによりますと、2020年には相続財産が日本では109兆円出て

くるというような試算がございますけれども、そういった相続財産などもターゲットにで

きると思います。 

 最後の事例ですが、これはＤさんという方が伝統文化の保存に何か貢献したいけれども、

どうしたらよいだろうかと迷っておられるケースです。この場合は、TOKYO ARTS FUNDか

らさまざまな団体等の情報をＤさんに提供し、Ｄさんの希望に沿ってTOKYO ARTS FUNDと

Ｄさんで寄附計画を策定していくというようなことが可能です。場合によっては目的別に、

いわゆるお任せコースのようなファンドをつくるのも１つの方法かと思います。アメリカ

では、ユナイテッド・ウェイという巨大なファンドがありまして、これはすべてお任せコ

ースですけども、毎年4,000億円寄附を集めております。このような資金仲介組織が世界

にはいろいろあり、活躍しております。 

 日本でも私が関係しております市民社会創造ファンドという資金仲介組織がありますが、

ここでもつい最近7,000万円相当の株式を寄附したいという個人の方がいらっしゃいまし

た。とにかく困っている人を助けたいので、何かよしなにしてくださいということなので、

プログラムをつくって提案して、既に実行されております。 

 このように、民間寄附を促進するための新たな仕組づくりを提案していきたいわけです

けれども、そのためには当然ながら公益性を確保し、効果的に寄附を促進できる仕組づく

りが大切になってまいります。 

 前回の評議会で指摘されました懸念事項、あるいは事務局のほうからも提出されました

疑問点は主に４つございました。どこにTOKYO ARTS FUNDを設置するのか、公益性をきち

んと確保できるのか、ふるさと納税と結局どう違うのか、それから、このTOKYO ARTS 

FUND自身の運営資金をどうしていくのかということでございます。部会で検討しました結

果、設置先につきましては、文化振興を目的とする組織であり、かつ寄附税制の優遇団体

であることが必要条件となります。以上を考慮しますと、公益財団法人東京都歴史文化財

団を設置先として検討するのが部会としては望ましいと考えております。 
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 次に、公益性をどう確保するのかというご質問もございました。これにつきましては、

寄附者の希望を踏まえた上、案件ごとに専門スタッフと外部の専門家で審査をし、助成事

業として行ってまいりますので、その点で公益性をきちんと担保できるものと考えており

ます。 

 それから、ふるさと納税、それも使途指定つきのふるさと納税とどう違うのかというよ

うなご質問ですが、地方税の税制だけをとってみれば、効果としてはほとんど同じでござ

います。しかしながら、TOKYO ARTS FUNDは、今お話ししましたとおり、かなり総合的な

取組になっている点で全く違った試みだと考えております。 

 最後に、TOKYO ARTS FUNDに係る運営資金、スタッフ人件費等の事務経費などはどうす

るのかというようなことですが、こういった寄附文化を醸成していくには、繰り返し寄附

の成功体験を皆さんに積んでいただきながら進めていかなくはいけませんので多少時間が

かかると思います。ですから、最初は都に多少支援していただく必要があるかと思います。

しかし、例えば先ほど申しましたアメリカのユナイテッド・ウェイなどは、寄附金の５％

ないし15％を事務経費として取っておりますので、規模が拡大し、寄附金が増えてくるに

従って自立させる方向で検討させることも可能になってくると思います。 

 以上、これまでの検討の進捗についてご報告いたしました。ありがとうございました。 

○福原会長 ありがとうございました。以前にご報告した際にもご指摘をいただいており

ますが、今まで私たちは、日本人は寄附をしたがらないということや、寄附をしても税制

上の優遇が全くないというようなことを信じていたのですが、調べてみると必ずしもそう

ではなく、むしろ仕組がないのだということになってきましたので、仕組をつくるように

提案したいわけでございます。今、仕組をつくったときと、当然人件費なり、あるいは事

務費なりをどうするかということについては、最初はそれほど大きなことを考えなければ、

少ない人数でスタートはできるのではないか。それでだんだん寄附額が大きくなってくる

と、その中から自立するような方向を模索できるのではないかという結論でございます。

今までご報告したことについてご意見があったらぜひ伺いたいと存じます。いかがでしょ

うか。 

○森評議員 これに関して、私は基本的に大変懐疑的なのですけれども、寄附をする人は

ここに寄附をしたいというふうに寄附先を限定して考えている人がほとんどではないかと

思っておりまして、それをなぜこういう機関を通して行わなければいけないのかというこ

とです。ここを通すと免税になるというのならば、直接寄附をしても免税にしたほうがよ
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いのではないかということが基本的にあります。それ以外にも、寄附をしたいけれども、

どこにしたらよいか、誰にしたらよいかわからないという場合をおっしゃっていましたけ

れども、既に大阪でもそういったコミュニティファンドが190あるということでした。既

に幾つかそういうファンドがあるのであれば、もうそれを通すということも考えられます。

もっと個人なり会社なりが直接に寄附することができるように、税制優遇を考えていただ

きたいというのが率直な考えです。 

○福原会長 直接寄附をする場合に、税制上の認定を受けるということは、実態としては

かなり難しいのですね。外国でも必ずしもそれは簡単ではなく、フランスの場合でも、財

団をつくること自体がかなり難しいわけです。そのようなことを研究してみますと、これ

が現在の日本の状態で、寄附者にとっても、受けるほうにとっても、一番よい制度ではな

いかと思われるのです。受けるほうも事務手続が結構大変ですので、それを全部代行して

あげることができればよいのではないかという意味ですが、いかがでしょうか、片山さん。 

○片山専門委員 おっしゃるとおりでございまして、例えば、プロジェクト単位のものや、

あるいはフェスティバルのような、必ずしも法人格のないものもございますし、現在、例

えば劇団などが、公益的な法人となって寄附優遇を受けようとしますと、公益財団法人か

認定ＮＰＯしかないのです。これは、多少ハードルは低くなっていますが、まだ小さいと

ころにとってはそれほど低いハードルではないと認識しております。 

○吉本専門委員 少し発言させていただいてよろしいでしょうか。TOKYO ARTS FUNDを検

討することになった背景がありまして、東京都の芸術文化発信事業助成というプログラム

が評議会の検討を経て、当初2,000万円だったものが今8,000万円の金額を助成するように

なって、かなり拡大はしているのですが、この予算を増やしていくことが非常に難しい状

況です。東京という地域を見れば国の助成金もありますけれども、先ほどのグラフにあっ

たように、日本は民間からも公的なところからも文化に流れている予算というのは非常に

少ないわけです。それを増やすための手段としてこれが有効ではないかということが当初

の検討の始まった経緯で、それを具体的に検討しまして、片山さんにご説明いただいたよ

うな仕組を今日提案させていただいているということがございますので、補足をさせてい

ただきました。 

○杉本評議員 私の理解する範囲は、日本の税制優遇措置というのは、国のレベルでは、

公益法人に対してはある程度認められていますけども、まちの小さな劇団のような小さな

規模のアートの活動に対して、例えば500万円を寄附しようとすると、全然税制優遇措置
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はないわけですよね。ですから、そういうところに行き渡る、それで寄附するほうにも税

制の優遇のメリットがあるという形でTOKYO ARTS FUNDというものが必要とされて、計画

をされているというような認識でおります。草の根的な文化の発信地に、小さな規模でも

お金が100万円単位でも50万円単位でも行くということが本当に実現できれば、これは非

常に有効なことであると私は思います。 

○福原会長 杉本評議員のおっしゃったとおりですよね。 

○片山専門委員 はい。 

○福原会長 確かに、先ほど森評議員の言われたとおり、直接そこへ行けばよいのですが、

その団体の公益性を証明する方法というのはなかなかないのです。本当に芸術文化だけを

行っているかどうかということになるわけです。そうすると、やはり公益性を現在保証さ

れているところに出すほかないということになるわけです。 

 ほかにご意見ございませんか。もしなければ、都のこれからの文化発信プロジェクトを

含めて、都の芸術文化活動に対する効果的な支援策として民間寄附を促進するという、そ

の仕組の実現につきまして、事務局と部会で引き続き検討をさせていただきたいと存じま

す。また、結果についてはご報告いたします。 

 今日の議題としては最後となります。東京都庭園美術館の改修について、前回皆様から

いろいろご意見をいただいたところですが、結局どうなったかということを事務局からご

説明させていただきます。 

○藤井文化施設改革担当部長 では、お手元の資料６につきましてご説明させていただき

ます。 

 まず初めに、設計委託に関するこれまでの経緯を簡単に整理させていただきました。２

年前の８月の評議会で、庭園美術館の改修にはコンペを実施し、設計に広く才能、特に若

手を募るようにご意見をいただいたところでございます。都では、過去に都庁舎と国際フ

ォーラムの２つの大規模施設にしかコンペを導入していなかったということもございまし

て、通常の参加資格要件を緩和して若手が応募しやすいプロポーザル方式というものを実

施したのでございますが、残念ながら若手設計者の応募がなく、久米設計という大手に設

計業者が決定いたしました。この春の評議会で、杉本評議員から、設計業者選定に意見の

反映がされなかったということで、特に庭園美術館の今後の設計について、魅力的なもの

にならないといけないという危惧をご指摘いただきまして、現在杉本評議員にご助言いた

だきながら基本設計の見直しを実施しているところでございます。業者選定に当たり、評
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議会のご意見を反映できなかったことにつきまして、改めてお詫び申し上げたいと思いま

す。申しわけございませんでした。 

 この教訓を今後に生かすために、今後の文化施設における設計のあり方について検討さ

せていただきました。今回、特に若手登用に結びつかなかった要因に大きく２つございま

すが、まず、ＰＲ方法として、若手の募集につながる広報手段ということで、通常と異な

るような媒体を利用するといったことが足りなかったこと、また、当然若手ですので、初

めて応募する方もいたはずですので、そういった方に契約手続に必要な時間を十分考慮し

た広報をすべきだったということでございます。それから、やはり条件緩和の部分につき

ましても、それが結果的に応募増加にはつながらなかったということがございました。そ

こで今後でございますが、若手設計者の中から選定をするという仕組を導入することを、

契約事務を所管する財務局とも調整を行い考えてございます。対象としましては、今回同

様、若手設計者でも挑戦しやすい小規模な施設、ランドマークとなるような文化性、芸術

性を求められる施設を対象に、本評議会でご意見をいただいた上で実施していきたいと考

えております。 

 次に、庭園美術館の基本設計の見直し状況についてご説明させていただきたいと思いま

す。基本設計による模型を机上に置かせていただきましたが、スクリーンのほうにも外観

イメージ写真を２枚ほど用意させていただきましたので、ご覧いただければと思います。

まず、１枚目は庭園側から見たものでございます。右側が本館、左が今回改築する管理棟

でございます。２年前の評議会で、管理棟を本館の美術館機能を補完する施設として建て

替え、本館に調和した建物となるようご提言をいただいたところでございます。 

 次の写真につきましては、管理棟側から本館を望んだものでございます。管理棟は、文

化財である本館の附属施設として、本館の面積を超えることができない点、また北側に隣

接しております国立自然教育園の地下水脈への影響を防止するために、残念ながら地下を

掘ることができないということで、建物の位置も現在のところに直接基礎で建てかえざる

を得ないという制約等がございまして、このようなものに現在なっております。 

 杉本評議員の助言をいただきながら、現在行っている基本設計の見直しの柱について大

きく４点ほどございます。１点目は、管理棟は、やはり展示スペースを最優先としつつ、

庭園の豊かな眺望を楽しめるレイアウトにするという点、本館連絡通路から展示室のほう

へスムーズに動けるようにするという点、それから、展示スペースは魅力的なものにする

という点で、１つは高規格で展示専用、もう１つは個性的かつフレキシビリティーを持っ
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た特徴のあるものを今考えているところでございます。最後に、スタッフ関連施設は極力

１階から外すという点でございます。 

 次に、修正中の平面図で具体的にご説明させていただきたいと思います。まず右上の展

示室１でございますが、こちらにつきましては、高規格の展示室ということで、国宝級の

作品も展示可能な展示空間をつくることにしており、当然のことながら、面積も広くとり

まして、そういった展示スペースを最優先という形で１階の中核のところを占めるという

予定でございます。 

 次に、右側が本館になるので、そちらから入ってきまして、本館連絡通路からのスムー

ズな動線となっている部分でございますが、管理棟に入って２つの展示室の入口にスムー

ズに入れるようなレイアウトプランにしてございます。 

 それからもう１つは、図面下側が庭園に面したロビー・カフェということで、これまで

も来館者アンケートで、庭園の眺めを楽しみに来ていただいているお客様が多いというこ

とで、レイアウトの中で窓側に配置を工夫させていただきました。 

 それから最後に、カフェの隣の展示室２のところでございますが、こちらは先ほどの個

性的な空間ということで、北側の上部から採光が入り、十分な天井高にし、表情のある展

示室ということで、レセプション等にも使用可能な空間として整備をしていきたいと考え

ております。 

 また、先ほどの１番目の柱にございました豊かな庭園の眺望のイメージは、このような

形で、ロビー・カフェ越しに庭園を望むという内容になっております。 

 最後に今後の設計の進め方でございますが、この庭園美術館の実施設計について、外部

仕上げ、内装、照明計画等につきましても、引き続き評議会のご意見をいただきながら進

めさせていただきまして、本館の持つクオリティーを損なわないように努めてまいりたい

と思います。引き続きよろしくお願いいたしたいと思います。 

 以上で説明を終わります。 

○福原会長 説明は以上のとおりですが、この庭園美術館の改装をするということにつき

まして進めておりましたところ、杉本評議員と安藤評議員のお二人から大変なお叱りをい

ただきました。それで途中でいろいろわかってきたことですが、１つは、東京都の入札制

度の資格のようなものがあり、とても新人の設計者等には入札の資格がないということが

あります。もう１つは、ここで考えている、例えば芸術文化評議会でこのような方針を決

めたとしても、建設等を担当する部門は全く違う部門であったということがわかりました。
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今後は、芸術文化施設のような特別なものについては組織横断的な考え方で進められるよ

うにしなければいけないということがわかってきたわけで、それがわからないうちにスタ

ートしましたので、非常に申しわけないことをいたしました。しかし、それでも最悪の状

況ではなくて、かなり改善された状況で、この新しい新館ができるというような見通しに

なりました。これは杉本評議員のおかげでございます。というわけで、今進行しておりま

すが、どうぞ皆様のご意見をいただきたいと思っています。 

○杉本評議員 公共建築を東京都でつくる場合は財務局が発注しなくてはいけないという

ことですが、建築業界と財務局ではつくり方が決まっているということで、若手が登用さ

れる芽は、今のシステム上ではあり得ないわけです。美術館などに関しては、使い勝手が

非常に重要なので、特にこういう文化財級のものをつくるにあたり、このシステムをもう

一回見直さなくてはいけないということがはっきりわかったということです。 

 ここで意見を述べて、我々の意見が反映されていない、この会議自体の存続意味がない

ではないかと提言したわけですけれども、その結果今村参与と私が二人で、その基本設計

をある程度変えられる部分は見直して、実施設計については、逐一発言をしてその意に沿

ってもらうという形で今進めています。今回の設計事務所は大手で、実は写真美術館も設

計しているわけです。美術館をどのようにつくるかを全く知らない人たちが設計をするか

ら、日本の美術館はみんな変なものになってしまうのですが、私は、世界中の美術館で活

動してきたそのノウハウをここに全部入れて、こうしたらよいということを、庭園美術館

の学芸員も含めて提案していきたいと思います。学芸員も設計には入っているのですが、

財務局の中では学芸員の意見というのは官僚としては一番下のレベルなのです。彼らの意

見というのは、館長の意見であっても絶対に反映されないわけです。ですから、今村さん

と私で、使い勝手のよい、本当に世界に誇れるようなものに、今のレベルで戻せるところ

だけはこれからも行っていこうと思います。乗り出した船ですので、これはお引き受けし

なくてはいけないと思っており、現在はそのように進行中です。 

○福原会長 今回は、財務局あるいは施設管理の問題等も含めて、東京都の仕組の中でこ

のようなとんがったものというか、芸術文化に特化したようなものについてはどうするか

ということを考える契機にはなったということです。 

○杉本評議員 そうですね。写真美術館も構造が劣化して、設備の取りかえ時期に入って

きていると思いますが、一つ一つ東京都の文化関係の事業について、やはり工事の仕方を

もう一回ここで考えておいたほうがよいと思います。 
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○福原会長 写真美術館については、私は館長として当事者ですが、あれほど使いにくい

ところないのです。 

○杉本評議員 そうですね。 

○福原会長 ですから、それ自体、直すということはちょうどよいチャンスだと思ってお

ります。私は使うほうですが、今度はお客様の視点で一度見ていただくことが必要だと思

っています。ですから、ぜひご意見を頂戴しておきたいと思っています。 

 私も全く同じようなことを言いまして、この設計者は美術館をつくるということをして

いたのかと……。 

○杉本評議員 いや、していないからあのようなことになってしまった。 

○福原会長 私は、できて７、８年たってから行ったわけですから。 

○杉本評議員 そうですね。 

○三宅評議員 少しよろしいですか。これだけのすばらしい庭園を持っているわけですの

で、やはり動くもの、例えば演劇なり、先ほどお話があった和の部分も含め、あらゆるも

の、アジアでもよいですが、そういうものがこういうところで行われるようになればよい

と思います。この美術館を気に入っている人が大変多いと思います。ですから、ぜひそう

いう使い方をできるように設計をしていただいたらよいのではないでしょうか。 

○杉本評議員 そういう意味で、ゼネコン仕様ではなくて、若手を登用して考え方そのも

のからもんでいこうというのが最初の安藤さんとの提案だったのですが、もう実施設計が

なされている段階で、成果物が渡されているというところからひっくり返すわけにもいか

ないわけです。我々が気がついた時点では、もうそこまで進んでしまっていたのです。で

すから、今回は、現在の状況で最善にできることしか考えない。次のときは、システム設

計を最初からできるようにしたいと思うのです。 

○福原会長 もう１つ、若手設計者だったら美術館のことがわかるかというと、彼らもわ

かっていないことがあります。ですから、これは使用者というか、美術館を使っているほ

うの人間の意見を重視していただきたいというのが私の意見です。 

○杉本評議員 それも含めて、実際につくる側と使用する側のコミュニケーションが全然

成り立たないままに、建物だけが先行して建てられてしまうということが実際に行われる

ことなのです。 

○福原会長 そうです。それがわかりましたので、ありがとうございました。 

 ということで、今の状況で庭園美術館のほうは進めていくことになると思いますので、
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よろしくお願いします。 

 せっかくお集まりいただいたので、それ以外の問題について、ぜひこの際ご発言を頂戴

していきたいと思うのですが、本日話題になりました５つ以外のことで、何でも結構です

からおっしゃっていただきたいと思います。 

○山本評議員 つい最近ですと、蜷川評議員がお使いになったニューヨークのリンカーン

センターという建物集団では、オペラができ、そして屋外のスペースでは勘三郎さんが平

成中村座的なものを急造されたり、そして蜷川さんも表現をされたりしました。割に広い

多様性があるものを吸収するあの空間というのは、一体どこが持っているのでしょうか。 

○蜷川評議員 あれは、リンカーンセンターの財団とそこのプロデューサーの集団があら

ゆるプログラムと作品を見て劇場を決めるのです。私が行ったところは2,000人ぐらいの

規模の、バレエが中心の劇場です。メーンの劇場とコの字型に並んでいる１つでしたが、

財団のプロデューサーが見て、それと芝居の規模を考えて、上のほうは人を入れないでク

ローズしています。そういう意味でいうと、つくることをとても大事にしてくれて、これ

だったらこのくらいの劇場で大丈夫かなと踏んで、向こうの提案で私たちがその資料を見

ながら決定していったのです。 

○山本評議員 なるほど。仮にあそこと似たような機能を持っているものが東京にあると

すれば、どこになりますか。 

○蜷川評議員 ちょうどよいところはないですが、集合的にいえば、新国立劇場ではない

でしょうか。ただ、あそこの劇場は必ずしも全部がよいわけではないです。中ホールなど

は、マイクを使わないと聞こえないような劇場ですから、それは失敗だろうと思います。 

○三宅評議員 Bunkamuraもそういう要素を持っていますね。 

○蜷川評議員 Bunkamuraは、大中ありますし、劇場内劇場のようにして、小さく舞台の

上に劇場をつくることもできますから、比較的そういう意味では多機能の劇場であるとは

思います。オペラはオーチャードで行っていますし。 

○山本評議員 リンカーンセンターの場合は、屋外空間も持っていますね。 

○蜷川評議員 そうですね。リンカーンセンターは広い敷地がありますから、それは随分

自由にいろいろなことができると思います。それはうらやましいですね。 

○山本評議員 六本木アートナイトの一晩を核にすることによって、一夏、数か月の間、

東京都のいろいろなところでかなり大々的に多面的に行っていくことができます。仮にこ

の席に旅行業者が座っていれば、その意見をもらって、すぐ何万人集めるというような発
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想が出てくるのです。いろいろなことができるわけですが、芸術や文化というかたい衣だ

けではなく、２か月間の間のいろんなメニューが相当幅広に、花火大会までも含めたぐら

いの大きな抱擁性を持って、理屈抜きでおもしろい世界がつくれればと思います。今年も、

神宮の花火大会の状況を見ておりましたらば、若いカップルの浴衣姿がとても増えている

という感じがしました。ですから、そのように、生活全般にいろいろな関わりを持った規

模にまとまっていくとよいのではないかと思います。 

 今のままでも発想を変えれば大きくまとまっていくはずで、ここにいらっしゃる方々が

さらに結束をされたら、それは可能なことなのではないかと思っている次第です。 

○福原会長 ありがとうございます。ほかにありますでしょうか。 

○森評議員 先ほどから蜷川さん、山本さんがおっしゃっている、同時多発的にいろいろ

なものが層が厚くあることが大事だというのはまさにおっしゃるとおりだと思うのですが、

それがどのぐらいの期間で行われるかというのも大事なことだろうと思います。私どもの

アートナイトも、一晩だからそこで集まるという要素もありますが、私どもは来年はそれ

をアートウイークの一環に位置づけようとしています。アートナイトをやるのは一晩です

が、アートウイークとしてほかでいろいろアートのイベントが起こるような形になればよ

いと思っています。どのぐらいの範囲や期間で行うかというのも、人を引きつける大きな

要素だろうと思っていまして、花火を一年中行っていてもだめですし、盆踊りを一年中行

っていてもだめなので、どのぐらい力を入れて、どんな期間行うかということもとても大

事だろうと思います。 

○福原会長 六本木の場合だったら、アートウイークになさって、最後の晩をアートナイ

トになさるとよいかもしれません。 

○森評議員 幸い日本は四季がございますから、その四季を中心に４回ぐらいにするとま

とまりやすくて、広がりも出るのではないかという気もいたします。 

○福原会長 平田さんいがかですか。 

○平田評議員 今のことに関連して言いますと、ターゲットをだれにするかという問題に

なると思います。早ければ来年の秋から休日分散化が始まります。これは日本国内のこと

ですけれども、実は国内のことだけではなくて、中国からの観光客、主には旧正月と秋の

国慶節、これを日本の休日分散化とずらして、年間で日本国内を観光客がスムーズに移動

しようというプランなのです。ですから、もし中国や韓国の方たちを呼ぶのだったらば、

秋の９月から10月頭というのがベストです。韓国の旧盆が９月の半ばで、その後国慶節に
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なりますから、これは一番観光客が来ると思います。先ほど申し上げたように、アートナ

イトだけなら、集客は多分国内に限られるのですが、その前後に舞台芸術もある、伝統芸

能もあるということなら、これは多分観光業者は十分ツアーが組みやすいと考えると思う

のです。私たちは専門家ではないので、やはり専門家の意見を聞いて、どういうものなら

海外の人が本当に来てくれるかを考える必要があります。私たちアーティストはよいもの

をやれば来るだろうと思っているわけですが、そうはいかないと思うのですね。そういっ

たターゲットをどこにするかということも重要なのではないかと。 

 それともう１つ、この発信プロジェクトを３年間行ってきまして、特に私たちの専門の

ところ、フェスティバル/トーキョーなどは飛躍的にすばらしくなったと思いますが、こ

れは全部、企業経営で言うところのフローなのです。フローを盛んにしていく中でストッ

クが少しずつ出てこなくてはいけないと思います。要するに、企業経営で言うところのバ

ランスシートが重要になるのです。そのストックは、まさに美術館や劇場においてされる

べきですし、特に舞台芸術の場合には、劇団やバレエ団など、東京都レベルのヨーロッパ

の都市なら必ず持っているものを私たちは持っていないわけですから、最終的にストック

をどこに目標を置くのかということがないといけない。普通、フローだけ行っているとい

うことは、企業だったらあり得ないわけです。ですから、その辺をこの評議会の今度の２

期目の最終答申の中に、３年後でも５年後でも、どういうストックを目指すのかというこ

とを盛り込んでいただいて、その中で、その経過措置としてのフローなのだという考え方

が多分これから必要になってくるのではないかと、今日皆さんのお話を伺っていて思いま

した。 

○福原会長 大変よいサジェスチョンをいただきましたので、２期目の答申にはアウトル

ックといいますか、将来どうしたいかというようなことを考えていきたいと思っています。 

 お忙しい中、お集まりいただきまして、まことにありがとうございました。今日さまざ

まなご提言をいただき、特に大変重要なテーマが幾つかありましたので、これはできるだ

けフォローしていきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 事務局からご案内です。 

○桃原文化振興部長 次回の予定でございますけれども、今のところ、年末もしくは年明

けごろに開催を予定してございます。詳細につきましては、日程をまた調整させていただ

きたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。 
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○福原会長 どうもありがとうございました。 

以上 


